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第 1 章 成瀬ダムによるかんがい事業は必要性の要件を欠く 

第 1．減反が３分の１以上なのに、なぜ２倍の水が必要か？ 

１、 成瀬ダムの有効貯留量７５２０万㎥のうち，２８３０万立方メート

ル（３７．６％）がかんがい用水であり，目的別では最大である。その根

拠は，国営平鹿平野土地改良事業計画（以下，事業計画という）であり，対

象となる農地約１万ヘクタールは「安定的な農業用水の確保が困難にな

っている」として河川からの大幅な取水増量を求めている。具体的には，

皆瀬頭首工（横手市増田町）において従来の最大毎秒約１５㎥から３０㎥

へ２倍の取水を計画している。 

２、 コメ余りが言われて久しい。下表は秋田県の水田転作率の推移を示

すが、本来ならかんがい用水も 3 分の 2 未満に減尐するはずである。 

 

昭和 50 年 55 年 60 年 平成元年 5 年 10 年 15 年 20 年 

2.2％ 12.2％ 14.0％ 21.3％ 19.2％ 30.1％ 34.3％ 35.1％ 

秋田県における水田転作率の推移（秋田県農林水産部調べ） 

 

確かに、水が十分届かずポンプで揚水しなければならない一部地域が

あった。事業計画は、その届かない理由を突き詰めたのであろうか。仮

に、その地域が全体の１割とか２割であれば、これを何とか補う方策を

工夫すればよいのではないか？なぜ、限られた水を皆で分かち合うとい

う考え方に立たなかったのか。後記第７に述べるとおり、かんがい用水

の可能な代替案が存在する。２倍の水でなければならない理由を被告に

問いたい。 

第２．水不足ではなく、水のムダ使い構造が主因 

１、 高度経済成長以降、農水省が推進した農耕地帯の区画整理では、水

田の形状はどこでも長方形の羅列となり、用水口から入った水は反対側

の排水口から排水路に排出される構造となった。従来の、上の田んぼか

ら順に下の田んぼに水を回しながら水温を温ませていった構造は姿を消
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した（下図）。一枚の田で一杯になって溢れた水は、排水路に落ちたら最

後、周辺で再利用されずに排水路を下るムダ使い構造を生み出した。 

 
     樋渡誠著「この清流を守りたい」( 花伝社)108 頁 

 

 その証拠に、末端用水路には水が十分届かないという状況（下の左側写

真）とは裏腹に、隣接する排水路には満々と濁水が流れている（同右側写

真、いずれも 2001年 5 月 18日撮影）。これを見れば、水の絶対量が尐ないの

ではなく、画一的な土地改良事業により水のムダ使いを助長していたこ

とが判明する。 

 

 

旧大雄村田根森地区四ツ屋（用水路下流部） 

左手前の用水路には水はほとんど流れておらず、農家

はポンプで水をまかなっていた。 

 

旧平鹿町吉田地区田ノ植（排水路） 

近くの吉田幹線排水路には、あふれんばかりの濁

水が流れていた。 

 

２、 以上のような水のムダ使い構造のもとで、事業計画も、上流側が無

原則的な水使用を行えば、下流域に水が届かないことを認識していたよ

うで、その対策として「併設型」水路を設計施工した。下流域への水量

を予め分配し、全域での水利用の平等性を確保しようというのである（下

の写真参照）。減反が進行する状況では、このような水利用の効率性を高め
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ることを優先すべきで、安易にダムを建設して水の取水量を 2 倍にする

ことは合理性に欠ける。 

 

 

 

併設型用水路のイメージ図（注） 併設型用水路（2009年 10月撮影） 

 （注）平鹿平野地区計画用水全体系統図（平鹿平野水利事業）からの部分引用図 

 

第３．減水深の過大な設定 

1、 事業計画が、頭首工における必要取水量計算の根拠としたのは、減水

深という指標である。減水深とは、一日に水田の水位がどれくらい減尐

するかという値で、大半は地下に浸透していく水だが、蒸発するもの、

稲に吸収されたのち蒸散するものもある。事業計画が設定した計画減水

深は下表のとおりである（国営平鹿平野農業水利事業 河川法 23 条、24 条及び

26 条に関する 95 条協議図書（水利使用関係）からの抜粋）。

 

     計画されている減水深の数値表（多くのタイプで 20 ㎜を超える過大な設定） 

減水深は土質によって数値に幅があり、通常は 15mm 程度である。し
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かし、事業計画では 18mm～29mm とかなり大きく設定している。数値

は、今から 25 年以上も前の昭和 58 年～60 年に実測したデータであると

されるが、農家はこの数値の大きさに驚く。なぜならば、このような田

んぼではまともに除草剤を使えないからである。今日の稲作は除草剤の

使用を抜きには考えられない。除草剤メーカーの説明書には、次の注意

が書かれている。（ゴシックは引用者） 

 

下記のような条件下では薬害が発生する恐れがあるので使用をさけてください。特に下記、1～

3 の条件と処理時または処理数日以内の梅雤明けなどによる異常高温が重なると初期生育の抑

制が顕著になるので注意してください。  

１．砂質土壌の水田及び漏水の大きな水田（減水深が 2cm/日以上）  

２．軟弱な苗を移植した水田  

３．極端な浅植えの水田、及び浮き苗の多い水田 

 

漏水をできるだけ抑えることは稲作の基本であり、近年は除草剤の普

及により、その効果を最大限発揮させるために漏水を尐なくし、減水深

を小さくするきめ細かな代かきが行われている。どの除草剤メーカーも

除草剤使用にあたっては、減水深値を 20mm 未満にするよう指導してい

る。これを怠ると、後に雑草対策で大変な労苦を強いられることを農家

はよく知っているので、入念な代かきを行う。その結果、実際には多く

の農家が減水深 10mm～15mm 程度に抑えるよう努力して上記注意書き

を守っている。 

    皆瀬頭首工から取水している地域の農民は、長年、代かき期毎秒 14.88

㎥の取水量で水をやりくりしてきた。代かき前の水田からの漏水は大半

が水田周りの畦畔（ネズミや昆虫の穴）や排水口付近からである。入水

後直ちに畦畔際を代かきすることによって漏水を最小限に抑えることを

行う。また、最近では、マルチビニールで畦畔を覆う「畔マルチ」法や

畔塗り機の登場によって漏水を尐なくする技術が格段に進歩した。 

  

「畔マルチ」法 畔塗り機による漏水対策 

 



 6 

２、 さらに、代かき期間の必要水量の問題がある。通常の水田湛水期（代

かき後）とは違い、田起こし（耕起）後の代かきのための入水時では、水

の浸透度合いが違う。これを代かき減水深というが、土質や圃場の状況

によって大きな差がある。事業計画は、これらの数値を高めにとる恣意

によって、必要水量を水増計算している。また、代かきを全地域で代か

き期初日（5 月 6 日）に一斉に始めるという非現実的な想定により、5 月

20 日には最大毎秒 30.29 ㎥もの水が必要と計算されたのである。 

第４．減尐するかんがい用水の需要 

事業計画は，過大な水需要を見込むが，以下の理由によりかんがい用水

の需要はむしろ減尐している。 

（１） 前述のとおり減反面積が水田面積の３分の１以上に及び，そのほ

とんどで用水は使われていないこと。 

（２） 集落営農や営農法人化の進展などにより，作業（代かきや田植えなど）

が土日に集中する形態から平日分散型へ水利用の平準化が進んでいる

こと（横手市の資料によれば、農業法人は平成 8 年の 1 法人から平成 22 年現在

17法人へ、また平成 17年には 1 組織だった集落営農も 65組織に増加した）。 

（３） 圃場整備の進展によって，完成した大型圃場の保水力が向上し減

水深が大幅に減尐したこと。 

（４） 事業計画は、水の稲作利用に加えて、減反田での畑作利用でも「う

ね（畝）間かんがい」が行われるという。渇水期に水が欲しいのはど

の作物にもいえるが、逆に糖度を上げる面もあり、稲作のように大量

に水を必要とする事実はない。むしろ農家が恐れるのは、長雤などの

影響で必要以上に圃場の水分が過剰になることである（スイカ、大豆、

ソバなど）。畑作利用でも過剰な水需要の設定が行われている。 

第５．揚水機並びに番水制の実情 

   事業計画は、費用対効果について投資効率は１．０９としているが、後

に述べるように，上記投資効率は，効果を過大に見積もっている。本項で

は、揚水機利用並びに番水制についてその実情と活用について述べたい。 

1、揚水機利用の実情と活用 

    事業計画では、管内の揚水機の総計が 1,681 台であるとして、その廃

止による節減額を約 1 億７千万円と見積もっている。しかし、管轄する

雄物川筋土地改良区から提出された、揚水機に関する経費額の推移（揚水

機電気料金調書及び電動揚水機補助金調書）によれば、それらの数値がいかに

過大かが分かる。揚水機電気料金調書は、同改良区が管理する揚水機の

電気料金の推移を表している。平成 15年には 126台稼働し、約 860万円

となっている。一方、電動揚水機補助金調書は、農家が保有する揚水機



 7 

への補助金の推移を表しているが、平成 15年には、保有揚水機 806台に

対する補助金総額は約 485 万円となっている。農家に対する補助金は、

ポンプの稼働があった場合に 1ｋｗ当たり 1 ヶ月 1,500 円、稼働しなかっ

た場合には 900円となっている。806台は多いように見えるが、上記補助

金額から推計すると稼働していないポンプ（農家はいざというときのために

安易に廃止はできない）が半分前後にのぼることが推定される。以上の 2 つ

の調書の合計金額を見ても約 1,345 万円であり、事業計画の節減額をは

るかに下回る。この節減額 1 億７千万円の中訳を見ると、不思議なこと

に農家が所有する揚水機の維持管理費が全く計上されておらず、代わっ

て揚水に関する「賦役」が計上されている。126台と 806台の合計 932台

で割れば（１億 7000万円÷932）、揚水機 1 台あたりにすると、182,403

円。揚水機に関わる賦役がこんなにかかるものなのか？さらに時間労賃

の 1,320 円で割ると 138 時間（182,403÷1,320）も賦役に従事している

ことになり、余りにも実態とかけ離れている。 

    以上によれば、揚水機の利用が半数未満（事業計画の 1681 台を基準にする

と 3 割程度）にとどまり、しかも限られた稼動期間であることが分かる。 

2、番水（通し水）の実情と活用 

    事業計画は、番水（通し水）に関しても当該地域の全農家がいかに難

渋しているかを描き出そうとしている。これによると、農家は、渇水期

には水を求めて右往左往し、多大の時間と労力をとられているかのよう

に見える。そして、かんがい事業の完成によってこれらの人件費が浮く

ので、年に約 7 億円もの費用が節減されるとしている。 

しかし、実情は全く違う。雄物川筋土地改良区から提出された「昭和

51 年以降の番水（通し水）実施状況」を次ページに示す。これによると、

番水の実施は、減反率のまだ小さかった昭和 50 年代に集中していること

が分かる。平成に入ってからは、日照りが続き異常渇水と言われた平成 6

年を除けば、軽微なものに限られていると言えよう。その実施内容につ

いても、組合員への事前通知のもとに組織的、周期的に冷静に行われて

おり、一般組合員が賦役に駆り出されるというようなことはない。自然

相手の稲作であるから、平成 6 年の渇水のような事態は起こりうること

である。番水（通し水）は、永年の農民の経験と知恵にもとづき継承さ

れてきたものであり、何年かに一度の頻度で起こりうるからといってこ

とさらに問題視すべきではない。代かき期の水についても、また番水に

ついてもその時期は限られている。正月や盆に高速道路が混雑するから

といって、もう一本高速道路を建設するべきだと言うだろうか。 
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第６．地下水の有効活用と水稲の高温障害克服 

   近年、イネの高温障害が指摘されている。農水省は、平成18年8月「水稲

の高温障害の克服に向けて」と題するレポートを発表している。 

水稲の高温障害とは、登熟期（出穂・開花から収穫までの期間）の日平均気

温が27℃を上回ると玄米の全部又は一部が乳白化したり、粒が細くなる「白

未熟粒」が多発するというもので、秋田県でも最近は報告されるようにな

った。 

出穂から登熟前期の重要な時期に当たる8月1日から10日までの、横手市

の過去30年にわたる気温データ（下図参照）をみてみると、平均気温、最高

気温ともに上昇傾向がはっきりと読み取れる。特に2000年前後からの上昇

が著しい。10日間のうち、一日平均気温が「高温障害が起こりうるという

27℃」を超えた日数をまとめたものが次頁の図である。地球温暖化の進展

によって水稲の適作地が北陸や東北から近い将来北海道に移行するとの報

道があり、北海道産米の売れ行きが伸びている。 

 これに対する有効な手立ては、冷たい水を施し「冷却」してやることぐ

らいしかない。地下水は年間を通して13～15℃という安定した水温を保っ

ている。一方、河川水は高温期には末端水路においては30℃にも及ぶ。高

温障害を防ぎ「平鹿米」の品質保持のためにも地下水という切り札を保持

すべきである。事業計画は、こうした地下水利用を存続活用するという重

要な視点を放棄し、河川（ダム）水にすべて依存しようとしている。 

 

 
横手市の気温データ( 気象庁・気象統計情報から作成)  
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8月1日から10日までのうち、一日平均気温が27℃を超えた日数（同上） 

 

第７．可能な代替案が存在する ― 総合的利水計画の策定を ― 

 ダム建設が生態系や生物多様性の破壊につながることへの批判は強まっ

ており、河川（ダム）水に全面的に依存する考え方を改め、節水意識を高

めながら必要な水は以下の多面的な方法で確保することが大切である。 

（1） 代かき期は、過大な水需要設定にもとづく取水計画を止め、計画的

効率的水利用の仕組みを形成・発展させること。 

（2） 新しく完成した併設型用水路の機能を十分生かし、上中下流域の水

田での水利用の平等性を確保すること。 

（3） 国交省は、皆瀬頭首工の改良により「暫定的」に実施されている２

割増（同頭首工で毎秒１８㎥）程度の取水を恒久的な水利権として認める

こと。 

（4） 減反田などを活用し、代かき期以前の河川水を貯水する溜め池を建

設し、代かき期および夏場の渇水期の備えとすること。 

（5） 既存の皆瀬ダムの運用について、７月１日までの「洪水期に備えた」

一律的な放水を止め、格段に精度が高まった気象情報に基づき弾力的

な運用を行うことにより、「中干し」期以降の水確保の備えとするこ

と。 

（6） 既存の中規模揚水機を維持存続、またはむしろ積極的に新設し、水

稲の高温障害を防止するための地下水（冷水）を確保すること。 

（7） 上記の地下水の水位を確保するため、年間を通した人工涵養などの

対策を行うこと。 
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（8） 既存の大松川ダムからの水を横手川から大雄東地区へ転用できない

か検討すること。 

（9） 以上の代替措置の一部又は複数の組み合わせによって水不足は解消

されるが、気候変動などによる異常渇水などには番水制、中規模揚水

機等のフル活用で対応する。 

 

以上の諸施策の費用は、巨大ダム建設のコストよりはるかに尐ない。こ

れからの水利事業は、一面的な河川（ダム）水依存の政策ではなく、多面

的な施策、対策の用意が必要である。自然をできるだけ破壊しないやり方

で、なおかつ財政負担を軽減しつつ地域経済にも刺激を与えるよう、農業

用水についても考慮していくことが時代の要請である。 

 第8、まとめ 

   土地改良法８条４項１号は、土地改良事業の実施にあたって、「基本的要

件」を充たすことを義務付け、この「基本的要件」については、土地改良

法施行令２条が、「当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他

の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業総生産の

増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するためその事業を

必要とすること」（同条１号）という必要性の要件を定める。しかし、前項

までの検討により、成瀬ダムによるかんがい事業はそもそもその必要性を

認め難く、上記要件を欠き、土地改良法8条4項1号に違反することが明らか

である。 

第 2 章 成瀬ダムによるかんがい事業は必要性の要件を欠く 

（前注） 

本書では、東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所が平成１３年１０

月１日に作成した『国営平鹿平野土地改良事業計画決定補足説明資料経済

効果編』（以下「費用対効果計算資料」という）を基に成瀬ダム事業の費用対効

果について検討する。便宜上、同説明資料の抜粋を本書の末尾に別紙とし

て添付し、文中で引用等する。 

第１ 成瀬ダム事業（かんがい分）の費用対効果を検証する必要性 

１ 成瀬ダム事業は土地改良事業としての側面を有する 

（１）成瀬ダム建設事業のうち、かんがい（農林）分（事業費にして事業全体

の１９．２％）は、土地改良事業として国、秋田県、農家（受益者）が

費用を負担することとされており（別紙１参照、ただし秋田県が農家負担を

肩代わりすることで合意した結果、農家負担は０とされている）、この限度で、

成瀬ダム建設事業計画には、土地改良法及び同施行令が適用される。 

 （２）成瀬ダム事業（かんがい分）と関連する土地改良事業として、国営
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平鹿平野農業水利事業（以下「国営水利事業」という）、県営かんがい排水

事業（以下「県営かん排事業」という）、県営ほ場整備事業が計画・実施さ

れている（甲３、平鹿平野農業水利事業概要図「地積及び事業別面積」参照）。 

２ 土地改良法及び同施行令による規制 

（１）ところで、土地改良法８条４項１号は、土地改良事業の実施にあた

って、「基本的要件」を充たすことを義務付けており、この「基本的要

件」については、土地改良法施行令２条が、前記必要性の要件（同条

１号）のほか、「当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用

を償うこと」（同条３号）という経済性の要件等を定めている。 

（２）そして、前記経済性の要件は、土地改良法施行令２条３号が「当該

土地改良事業の」効用が「その」費用を償うことが必要と定めている

以上、事業ごとに充足される必要があり、複数の事業の各費用、各効

果を合算することは原則として許されない。複数の事業の各費用、各

効果の合算を無制約に許容してしまうと、例えば、費用対効果が１を

上回るＡ事業と、費用対効果が１を下回るＢ事業とがあり、Ａ事業と

Ｂ事業の各費用、各効果を合算すると費用対効果が１を上回る場合に、

事業単独の費用対効果を算定すると施行が許されないＢ事業が、複数

の事業の各費用、各効果を合算することにより施行されうることとな

り、国民経済の発展に適合する事業の施行という土地改良法の目的（土

地改良法１条２項）にも反することから、法は、原則として複数の事

業の各費用、各効果の合算を禁止したものと解すべきである。 

（３）この点、被告らは、成瀬ダム事業（かんがい分）単独の費用対効果

は算定していないとし（被告第３準備書面第５項）、成瀬ダム事業（かんが

い分）、国営かんがい排水事業、県営かんがい排水事業、県営ほ場整備

事業（担い手育成基盤整備事業）という複数の事業の各費用、各効果

を合算することを正当化する法令上の根拠について、土地改良法８条

４項１号、同法施行令２条３号と釈明している（被告ら第３準備書面

第６項）。 

しかし、前述したとおり、これらの規定は複数の事業の各費用、各

効果を合算することを容認していない。 

（４）被告らは、「当該土地改良事業に附帯して実施される関連事業・・・

も一体的に捉えて費用対効果の算定を行うこととしている」とも述べ

る（被告ら第３準備書面第６項）。 

しかし、このような複数の事業の各費用、各効果の合算が許容され

る場合については、土地改良法２条２項１号、同法施行令１条の２に

要件が定められており、例えば「当該区画整理・・・事業の施行に係
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る地域と当該土地改良施設の新設・・・の施行に係る地域とが重複す

る地域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三

分の二以上であること」（土地改良法施行令１条の２第２項２号）とい

った要件が充たされなければ、複数の事業の各費用、各効果の合算を

することは許されない。だからこそ原告らは、被告らに対し、複数の

事業の各費用・各効果を合算する前提となる事実関係について釈明を

求めた。しかし、被告らは前記規定の要件充足に係る事実を何ら釈明

していない。したがって、本件で複数の事業の各費用、各効果を合算

することを許容する事情は存在しないと解するほかない。 

 ３ 成瀬ダム事業の費用対効果と公金支出の違法性との関係 

以上を前提とすると、成瀬ダム事業（かんがい分）単独の事業費２９

３億７６００万円（平成１２年度の単価に換算すると２９５億８２００

万円）について、この事業費をつぐなう効果の存すること、すなわち事

業の費用対効果が１以上であることが、成瀬ダム事業（かんがい分）の

適法要件となり、成瀬ダム事業（かんがい分）の費用対効果が１に満た

ない場合は、事業計画は違法となる。 

法令上は、成瀬ダム事業（かんがい分）の費用のうち６３％を国が、

２７％を県が、１０％を農家が負担することと定められている（別紙１参

照）から、成瀬ダム事業（かんがい分）の費用対効果が１に満たない場合

は、尐なくとも県の負担部分２７％（法令上）に相当する公金支出は許

されないこととなる。 

 さらに、成瀬ダム事業（かんがい分）の費用対効果が１に満たない場

合、成瀬ダム事業全体について、成瀬ダム事業の事業費約１５３０億円

のうち１９．２％に相当する約２９３億円の費用について適法な負担の

裏づけがないという瑕疵が存することとなる。このような成瀬ダム事業

に関する瑕疵は、秋田県の予算執行の適正確保の見地から看過しえない

著しい瑕疵にあたり、県の成瀬ダム事業に対する公金支出全体が違法と

なる。 

第２ 成瀬ダム事業（かんがい分）の費用対効果について 

  １ 原告らは被告らに対し、国または被告らにおいて成瀬ダム事業（かん

がい分）単独の費用対効果が算定されているかどうかについて釈明を求

めたが、被告らは「被告らにおいては、成瀬ダム事業（かんがい分）単

独の費用対効果は算定されていない」（被告ら準備書面３第５項）とする

のみで、国による費用対効果算定の有無等について釈明しない。 

    しかし、成瀬ダム事業( かんがい分) 単独の費用対効果を算定すべきこ

とは、法令が要求していることであるから、法律による行政を行うべき
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国は当然成瀬ダム事業( かんがい分) 単独の費用対効果を算定していると

考えられる。 

    そこで、原告らは、成瀬ダム事業（かんがい分）単独の費用対効果算

定について、別途調査嘱託申立を行うこととする。 

第３ 本件４事業の費用対効果について 

１ 仮に、被告らが主張するように本件４事業の各費用、各効果を合算す

ることが適法であるとしても、以下述べるとおり、本件４事業の費用対

効果は１を下回る。 

すなわち、被告らは、成瀬ダム事業（かんがい分) の費用対効果算定に

関し、「当該土地改良事業に附帯して実施される関連事業・・・も一体的

に捉えて費用対効果の算定を行うこととしている」と釈明している（被

告ら第３準備書面）。 

この点、費用対効果計算資料をみると、成瀬ダム事業、国営水利事業、

県営かん排事業、県営担い手育成事業（＝県営ほ場整備事業）の４事業

（以下「本件４事業」という）の費用及び効果を合算した結果、年総効

果額が１１２億３９６１万円、妥当投資額が１７０２億８２９５万円と

計算され、１．０９という費用対効果が算出されていること等がわかる

（別紙２）。被告らが、答弁書１１頁において、「費用対効果については、

所定の手続きに基づき算定した結果、投資額に十分見合うものとなって

いる」と主張しているのは、この算定結果を援用しているものと思われ

る。 

   しかし、以下に述べるとおり、本件４事業の費用対効果算定には事業

者である国に与えられた裁量を逸脱した不合理な点があり、裁量の範囲

内で合理的な算定を行えば、本件４事業の費用対効果は１を下回る。 

２ 「更新効果」１０億４９９０万円は成瀬ダム事業の効果として計上さ

れる適格性を欠く 

（１） 前記年総効果額１１２億３９６１万円のうち、「更新効果」として

計上されている年総効果額４５億８７８１万円（全効果の約４０．

８％）のうち１０億４９９０万円は成瀬ダム事業の効果として計上さ

れているようである。 

    すなわち、「更新効果」についての説明（別紙３の１）をみると、更

新効果の年総効果額は、事業ごとに、事業により廃止または改修を行

う施設を設定して、「旧施設の機能に代替する部分についての効果」を

更新効果として算定した、と説明されている。 

   （なお、別紙３の１記載１（１）には、「本事業（代理人注：国営水利

事業）及び関連事業によって（水源転換によって）、」揚水機が廃止され
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るとあるから、ここから揚水機廃止に関する更新効果は主として成瀬

ダム事業の効果と位置付けられていることが推察される。） 

（２）別紙３の３記載（４）によると、廃止される揚水機は、反復揚水機

（土地改良区管理）２５台、地下水揚水機（土地改良区管理）２４１

台、地下水揚水機（個人管理）１４１５台の合計１６８１台であり、

これらの揚水量は１８００万立方メートルとされる。これらを廃止し

て、更新施設として成瀬ダムを建設することにより、後記計算式のと

おり、特かん容量２８３０万立方メートルに対するポンプ揚水量総量

の割合を成瀬ダム事業（かんがい分）の事業費に乗じた額が、修正更

新施設事業費＝（旧施設の機能に代替する部分についての）最経済的

事業費＝１８８億１５４０万６０００円と算出され（下記計算式①）、

これにダムの耐用年数（８０年）に対応した還元率（０．０５５８）

を乗じた額が年効果額１０億４９９０万円と計算されている( 下記計

算式②、以下これらの計算を｢本件更新効果計算｣という) 。 

   （計算式①） 

    29,582,000 千円×18,000 千㎥／28,300 千㎥＝18,825,406 千円 

   （計算式②） 

    18,815,406 千円×0.0558＝1,049,900 千円 

（３） しかし、本件更新効果計算は明らかに不合理である。 

この計算の考え方が正しいとすると、ポンプ揚水量が多ければ多い

ほど、ダム建設による利益が多くなることになる。しかし、既存の水

源が多ければ多いほど新規水源開発による利益が大きくなる、という

論理は経験則、常識に反する。 

そもそも、新規水源の開発による利益は、水利用の必要性によって

根拠づけられるのであって、水利用の必要性と無関係に貯水容量その

ものを利益として評価すること自体が合理性を欠くことである。この

ことは、次のような例を考えてみると明らかである。すなわち、例え

ば、既存のＸダムの水が全く利用されていない場合に、Ｘダムを廃止

してＸダムと同量の貯水容量を有するＹダムを建設する土地改良事業

が計画された場合、本件更新効果計算の考え方によれば、Ｙダム事業

の費用対効果は１以上となることになる。なぜなら、本件更新効果計

算では、既存の水源が利用されておらず、それに代替する水源も利用

される可能性がなくても、新規水源開発施設の事業費に比例した効果

が算出されてしまうからである。 

（４） 前記（２）の計算の不合理性については、以下のような説明も可

能である。 
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つまり、東北農政局は、成瀬ダム事業による新規水源の開発が揚水

機による揚水に代替し得ることを前提として、代替し得る水量に対応

する事業費を事業の効果として計上している。しかし、まず、成瀬ダ

ム事業を実施することにより必ずしも揚水機を廃止する必要がないの

であれば（前記「地下水の有効活用と水稲の高温障害克服」参照）、揚水はそ

のまま利用できるから、揚水の代替を前提とした利益を成瀬ダムの効

果として計上する理由はない。 

     他方で、成瀬ダム事業の実施により、必然的に揚水機を廃止しなけ

ればならないとすると、揚水機の廃止にともなう揚水量の損失は成瀬

ダム事業のマイナスの効果ということになる。成瀬ダムが揚水機の揚

水量に代替し得るとしても、そのプラスの効果はマイナスの効果を補

てんするにすぎない。つまり、揚水機廃止に関する成瀬ダム事業の効

果は、プラスマイナスゼロとなるはずである。 

    ところが、東北農政局は、揚水機廃止に伴うマイナスの効果は無視

し（ただし、揚水機廃止による廃用損失額として、２０万２０００円が計上され

ている。別紙５参照）、プラスの効果のみを事業の効果として計上してし

まった。このような計算は、事実を正確に評価・反映していないのみ

ならず、計算方法として備えるべき最低限の公正さすら欠くものとい

わざるを得ない。法が土地改良事業について経済性の要件を定めた目

的は、費用対効果が１に満たないような事業を実施することによる不

経済を回避する点にあるのに、事業者である国が行った費用対効果の

計算は、前記目的に適合しない。 

このような意味で、更新効果１０億４９９０万円を本件４事業の効

果として計上した費用対効果計算が、事業者である国に与えられた裁

量を逸脱していることは明らかである。 

（５） したがって、更新効果１０億４９９０万円は、（成瀬ダム事業（か

んがい分）単独ないし）本件４事業の効果として計上される適格性を

有しない金額である。 

３ 費用対効果計算資料において算定されている４事業の年総効果額１１

２億３９６１万円から、効果として計上される適格性を有しない更新効

果１０億４９９０万円を減じて、費用対効果計算資料において採用され

ている方法で本件４事業の費用対効果を計算すると、本件４事業の費用

対効果は１を下回る。 

 {(11,239,610 －1,049,900) ÷0.0659－272,589}÷155,535,000＝ 

  0.9923 

また、削除されるべき更新効果が成瀬ダム事業の効果として計上され
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ているとすると、成瀬ダム事業単独の費用対効果も１を下回るであろう

ことが推測される。 

４ なお、成瀬ダム完成後の維持管理費は、本件４事業の費用対効果算定

において考慮されていない（被告ら第３準備書面第７項）が、他方で、

揚水機の廃止による維持管理費の節減額については、「維持管理費節減効

果」の効果項目で考慮されている。 

すなわち、揚水機の廃止により、年間２億１００１万１０００円の維

持管理費が節減される、とされ、これが本件４事業の効果として計上さ

れている（別紙４参照）。 

成瀬ダムの維持管理費は考慮せずに揚水機廃止による維持管理費節減

額のみを費用対効果算定に反映させること自体合理性を欠くといえるが、

維持管理費節減額の算定も、節減額が過大に見積もられている可能性が

ある。この点について、現在原告らにおいて調査中であり、追って主張

を補充する予定である。 

第４ まとめ 

以上のとおり、成瀬ダム事業（かんがい分）単独ないしこれを含む本件

４事業は、事業者である国に与えられた裁量の範囲内で費用対効果の計算

を行えば、費用対効果が１を下回る事業であって、土地改良法８条４項１

号、同法施行令２条３号の要件をみたさない。このような成瀬ダム事業（か

んがい分）に関する瑕疵は、秋田県の予算執行の適正確保の見地から看過

しえない著しい瑕疵にあたり、県の成瀬ダム事業に対する公金支出全体が

違法となる。 

 

第 3 章 秋田県によるかんがいに係る受益者負担金肩代わりの違法性 

第 1、多目的ダムとかんがいに係る受益者負担 

1、 多目的ダムによるかんがい用水の受益者負担金については，特定多

目的ダム法（以下特ダム法という）１０条が次のとおり定める。 

「1、 専用の施設を新設し，又は拡張して，新築される多目的ダム

による流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は，多目

的ダムの建設に要する費用につき当該用途について第７条第１項に

規定する方法と同一の方法により算出した額のうち１０分の１以内

で政令で定める割合の額及びその額に対応する建設期間中の利息の

額を合算した額の負担金を負担しなければならない。 

２、 前項の負担金は、都道府県知事が徴収する。 

３、 前条第２項の規程は、前項の負担金について準用する。」 

２、 特ダム法 1０条１項にいう政令（同法施行令）１２条は、「法第１０
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条第 1 項の政令で定める割合は、１０分の 1 とする。」と定め、同法同

条３項が準用する同法９条２項は、上記負担金の「徴収を受ける者の範

囲及び徴収の方法については、････都道府県の条例で定める。」と規定

する。 

特ダム法 10 条 1 項の負担金の徴収は、元利均等年賦支払の方法によ

り、原則として、ダム建設が完了し、国営又は都道府県営土地改良事業

による施設の新設又は改良工事が完了した年の翌年から起算して１５

年を下らない期間とし、利子率は年６分以内と定められている。（施行令

１４条）なお、成瀬ダム建設のかんがい用水に係る受益者負担金は２９

億３７６０万円（元本）とされる。（以下本件受益者負担金という） 

 第２、秋田県による本件受益者負担金の肩代わり 

秋田県は、今日まで、特ダム法９条２項の徴収条例を制定せず、多目的ダ

ムについて、特ダム法１０条の受益者負担金を徴収したことがない。全て秋

田県が肩代わりしている。 

成瀬ダムについても、平成１３年２月２１日、寺田秋田県知事（当時）が、

秋田県議会本会議において、「成瀬ダムは洪水調節、水道、発電やかんがい

等のため建設される多目的ダムでありますので、その建設費の負担について

は、これまでの多目的ダムと同様、かんがいにかかわる受益者負担分を県が

肩がわりし、農家には負担を求めない予定であります。」と言明した。また、

東北農政局作成の「平成１３年度国営平鹿平野土地改良事業計画決定補足説

明資料 経済効果編」（別紙 1）よれば、「Ｈ１３, ２現在、農家負担については、

県河川部局が持つことで合意。県議会へ知事答弁で説明済み」と記載されて

いる。さらに、原告が本件受益者負担金の県による肩代わりの違法を主張（訴

状２２，２３頁）したのに対し、被告らは、答弁書 14頁５２項において、「本

件で秋田県が費用負担するのは、この事業が治水のみならず、地域活性化や

生活環境の向上につながるからである」と主張している。 

したがって、秋田県が本件受益者負担金を肩代わりすることは確定した事

実となっている。 

第３、被告は、肩代わりの「法的根拠」に答えていない 

  特ダム法で定められた農家の受益者負担金を秋田県が肩代わりする法的

根拠の求釈明に対して、被告準備書面（２）９,10 頁、同（３）3 頁は、特

ダム法８条により本件受益者負担金を含む河川法６０条１項の負担金を議

会の議決（地方自治法２１１条）を経た後に国に支出している旨釈明する。 

  特ダム法８条は、多目的ダム建設費に係る河川法６０条１項の河川管理費

用の都道府県負担について「その建設に要する費用（ダム建設費）の額から

前条第１項の負担金（ダム使用権設定予定者の負担金）及び政令で定めるその他
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の負担金（特ダム法９条、1０条の受益者負担金など）の額を控除した額に河川法

第６０条第 1 項に定める都道府県の負担割合を乗じた額及び都道府県が収

納する政令で定めるその他の負担金（施行令１０条２項により特ダム法９条、１

０条の受益者負担金）の額を合算した額とする」と定める。（( ) 内及びゴシック

は引用者による）すなわち、県は、河川法６０条１項の河川管理費用に係る負

担金に特ダム法 1０条の受益者負担金を含めて国に支払い（以下仮に「立替払

い」ともいう）、上記第 1、に述べたとおり特ダム法１０条により受益者から

徴収する。原告らは、この「立替払い」方式を違法と主張しているのではな

い。秋田県が肩代わりして「農家には負担を求めない」と決めて（合意して）

支払うことを違法と主張している。被告が特ダム法 8 条、河川法６０条１項

による支払を説明しても、本件受益者負担金を県が肩代わりし、「農家には

負担を求めない」ことの法的根拠を説明したことにはならない。 

なお、被告は地自法２１１条に基づく議会の議決を挙げるが、予算の議決

は、特ダム法８条について上述したとおり受益者負担金肩代わりと直接の関

連はないうえ、予算は、長に支出する権限を与えるとともに、その支出行為

を制限するものであるが、条例と異なりその拘束力は県民を対象とせず、予

算によって法律の規定を変更し、法律の定める義務を免除することは出来な

い。 

  被告は、裁判所の求釈明に対し、誠実に釈明するよう再度申立てる。 

第４、本件受益者負担金肩代わりの違法性 

1、 前記２、によれば、被告側は、県の肩代わりの理由として「成瀬ダム

は洪水調節、水道、発電やかんがい等のため建設される多目的ダムであり

ますので、その建設費の負担については、これまでの多目的ダムと同様、

かんがいにかかわる受益者負担分を県が肩がわりし、農家には負担を求め

ない」とか「本件で秋田県が費用負担するのは、この事業が治水のみなら

ず、地域活性化や生活環境の向上につながるから」と述べる。  

しかし、多目的ダムについて特ダム法１０条の受益者負担が規定されて

いるのであるから、県の上記前半の説明は肩代わりの理由にならない。ま

た、上記説明の後半は「この事業が治水のみならず、地域活性化や生活環

境の向上につながるから」と述べるが、代かき期などにかんがい用水の供

給が増えれば地域が活性化し、生活環境を向上させるというのであろう

か？国と県とでかんがい分の９０%を負担しており、このような趣旨不明

の抽象論は肩代わりの根拠として余りにも薄弱である。 

２、 本件受益者負担金は、２９億３７６０万円の多額に及び、1ha当たり、

元本のみで約２９万円（２９億３７６０万円÷10,183ha）、受益者約７７００

人一人当たり平均３８万円余の負担となる。これに１５年を下らない長期
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間の金利負担が加算される。ダム建設の通例として完成までに建設費が大

幅増加する。その結果受益者の負担は上記金額の２倍から３倍にも達する。

さらにこれに国営水利事業（事業費の 3.67%）、県営かんがい排水事業（同

15%）、県営ほ場整備事業（同 10%）の負担金が加算され、これらは合計９２

億円余に及ぶ。一人当たり平均約１２０万円の負担となり、その増額も不

可避である。結局、一人当たり平均で２００万円以上に及ぶ多額の受益者

負担となることは不可避である。このような高負担の下では、低米価にあ

えぐ農家から「ダム反対」の声が強まるのは必至である。これを回避し、

不要不急のダム建設を円滑に推進するために受益者負担を空洞化させて

きたことこそ真の理由である。 

   そのため、被告には説得力のある肩代わりの法的根拠がないのである。 

３、 被告主張の本件肩代わりは、受益者たる農家に対する実質的補助とい

うほかなく、特ダム法１０条を否定する合理的な理由は全く存在せず、到

底、地方自治法２３２条の２の「公益上の必要」性は存在しない。したが

って、本件肩代わりは特ダム法１０条、地自法２３２条の２に違反し違法

である。 

   前述のとおり特ダム法８条、河川法６０条１項に基づく県の支出に本件

肩代わり支出が含まれ、これが立替払いではなく肩代わり支出である以上、

当該支出は違法である。そして、この支出を差し止め、法律違反を早急に

改めなければ、秋田県が回復し難い損害を被ることは明らである。 

 

第4章 請求の趣旨の補正 

１、原告らは，訴状請求の趣旨第１項及び第２項において，次のとおりの判決

を求めている。 

「１ 被告秋田県知事，同秋田県産業経済労働部長，同秋田県産業経済労

働部公営企業課長は，成瀬ダムに関し，次の負担金及び費用の支出を

してはならない。 

(1) 特定多目的ダム法第７条に基づく建設費負担金 

(2) 成瀬発電所建設工事費及び同建設のための事務費 

２ 被告秋田県知事は，成瀬ダムに関し，同秋田県産業経済労働部長及び

同秋田県産業経済労働部公営企業課長に対し，次の負担金及び費用の

支出命令をさせてはならない。 

(1) 特定多目的ダム法第７条に基づく建設費負担金 

(2) 成瀬発電所建設工事費及び同建設のための事務費」 

２、上記請求の趣旨第１項と第２項は，最終的な差止めの目的が(1)の負担金

及び(2)の工事費及び事務費（以下「(1)(2)の負担金等」という）である点に
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おいて，実質的に重複するものであるが，原告らが，請求の趣旨をこのよう

に掲げた意図は，提訴の段階では(1)(2)の負担金等支出の執行権限が誰にあ

るのかが明確に分からなかったため，万全を期したためである。 

３、すなわち，地方自治法 242 条の 2 第 1 項１号請求（以下「１号請求」と

いう）の「当該執行機関または職員」とは，裁判例では「差止請求の対象た

る当該行為をなすべき権限を有する当該地方公共団体の執行機関またはそ

の補助機関としての職員」であると定義されるが（東京地判昭和 50 年 12

月 14 日判時 807 号 16 頁等），例えば，執行機関である自治体の長から補助

職員に対し，「委任」又は「専決」により権限が委ねられている場合には，

長が被告となるのか，それとも補助職員が被告となるのかという法律問題が

ある。 

この点，「委任」の場合には，委任事務の執行権限は受任者に専属し，委

任者は当該事務が適正に執行されるよう受任者を監督する権限を有するの

みで，自らこれを執行する権限を失うことを理由に，長の被告適格を否定す

るものが一般的な裁判例であるとされる（東京高判平成 7 年 12 月 20 日判

時 1565 号 90 頁）。これに対し，「専決」とは「行政機関がその権限に属す

る特定の事項につき，権限を委譲せずに，対外的には自己の名において事務

処理を行うが，内部的には恒常的に意思決定を含めて補助職員に処理させる

こと」をいい，この場合，長は権限を委譲するものではないとして，長が 1

号請求の被告適格を有するとされる（神戸地判昭和 59 年 3 月 7 日判時 1120

号 30 頁等）。 

   よって，上記見解によれば、委任の場合には受任者たる補助職員を，専

決の場合は長を被告とすべきと考えられるのだが，自治体のどの機関に執

行権限が属するか（委任か専決かを含めて）は，自治体の内部規定による

ので，外部からは必ずしも判然としない。また，内部規定上の用語だけを

頼りとして，原告の責任で１号請求の被告適格を判断することがためらわ

れる場合があり，本件もそのような理由で，訴状のとおりの請求の趣旨と

した。 

４、原告としては，(1)(2)の負担金等の支出について，その執行権限の所在，

被告部長及び被告課長の被告適格について被告に明確な答弁を求め，その上

で，請求の趣旨の一部を取りさげるなどの整理をしたい。 

 

    

    

 


